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平成 25年８月期第３四半期報告書提出遅延に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25年８月期第３四半期報告書について、金融商品取引法第 24条の４の７第１項に定

める提出期限である平成 25年７月 16日までに提出できない見込みとなりましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 提出が遅延するに至った理由 

当社は、平成 25年５月 15日付け「調査委員会の設置に関するお知らせ」にて発表しましたとおり、

修正を要する可能性のある会計処理に関する事実関係等の詳細を把握するため、法律・会計分野の専

門家を交えた調査委員会を設置しておりますが、平成 25年６月 27日付け「民事再生手続開始の申立

てに関するお知らせ」でも発表しましたとおり、当該調査は現在も継続中であります。 

そのため、修正を要する可能性のある会計処理に関する事実関係等の詳細及び財務諸表への影響が

確定していないことから、金融商品取引法第 24条の４の７第１項に定める提出期限である平成 25年

７月16日までに、平成25年８月期第３四半期に係る四半期報告書を作成することが困難であります。 

 

２ 今後の見通し 

上記１のとおり、現在、当社の設置した調査委員会の調査が継続しておりますので、調査結果を受

領し次第、平成 25年８月期第３四半期報告書を提出する予定でございます。 

なお、平成 25年６月 27日付け「民事再生手続開始の申立てに関するお知らせ」及び同年７月４日

付け「民事再生手続開始決定及びフィナンシャル・アドバイザー選任に関するお知らせ」で発表しま

したとおり、当社は民事再生手続開始の申立てを行いました。これに伴い、平成 25年７月 28日をも

って当社株式は上場廃止となる見込みです。 

 

株主、投資家及び取引先の皆様並びに市場関係者の皆様を始め、ステークホルダーの皆様には大

変なご迷惑と心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。 

 

 

以 上 


